
 

 

 

 

現在実施している観光キャンペーン「戦国ディスカバリー滋賀・びわ湖」といった好機を生かし、観光需要の

喚起や県内周遊の促進につながる取組を強化する必要があることから、全国からの観光誘客を推進するととも

に、観光リピーターや滋賀ファンを拡大し、観光消費の増加や消費単価の向上等による地域活性化を図るため、

県内の旅行事業者等による滋賀の魅力を体験してもらえる観光バスツアーの造成を支援する。  
 

申請期間 

申請方法 

令和８年３月１８日（水）から （現在 Web で受付の仕組みを構築中のため） 

※ 当面  下記の メールで受付します ※先着順ではありません。 

催行期間 令和８年４月１日（水）から令和９年１月３１日（日） （帰着日） 

対象者 
〇滋賀県旅行業協会またはびわこビジターズビューローの会員で、旅行業法に基づく登録旅行業者 

○滋賀県内に事業所等を有する旅行業法に基づく登録旅行業者 

助成額 

 

項目 宿泊旅行（１泊あたり） 日帰り旅行 

1.バス１台あたりの助成上限 上限 50,000円／台 上限 25,000円／台 

2.湖上観光利用者１人あたりの助成 1,500円／人  1,500円／人 

助成上限額 上限 ３５０万円 ※詳細は、募集要領参照。 

助成要件 

 

①貸切バスの利用 貸切バスを利用するツアーであること。 

②参加者数 貸切バス 1 台あたり 8 名以上の参加者があること。 

③宿泊 
滋賀県内のホテル・旅館等の宿泊施設に宿泊すること。 

※旅館業法に規定する旅館業を営む施設で提供される宿泊 

④観光周遊 

・滋賀県内における「有料観光施設」（※１）、「ロープウエイ・ケーブルカー・

リフト等」（※２）、「県内飲食店での飲食」、湖上観光（※３）のいずれか 1

か所以上を旅行の行程に組み入れること。 

・上記の要件を満たす場合、滋賀県外の観光地等が行程に含まれるツアーにつ

いても助成する。 

※１ 有料観光施設：別表 1のとおり 

※２ ロープウエイ・ケーブルカー・リフト等：別表２のとおり。 

※３ 湖上観光： 別表３のとおり。 

⑤湖上観光 

 （追加助成対象） 

湖上観光をツアーに組み入れた場合、追加助成の対象とする。 

 

⑥助成対象外 

 

次に該当する旅行は対象外とする。 

・国、地方自治体が実施する視察、会議、研修旅行等 

・宿泊を伴う教育旅行（日帰りの校外学習等は対象） 

・滋賀県補助金等交付規則第 4 条第 2 項各号に該当する者（暴力団等）が 

発注する旅行等 

・他の補助金・助成金を受けて実施する旅行 

＜お問い合わせ＞  滋賀県旅行業協会 滋賀魅力体験観光バスツアー助成担当 

           e-mail： antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp 
申請用紙は滋賀県旅行業協会 HPからダウンロードください。 

この助成事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。 

滋賀魅力体験観光バスツアー助成事業 



 

 

 

 

 

 
 


